
税制改正の検討課題について（国税関係） 

 

１．税制抜本改革法（「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」）

に規定された検討項目 

 

(1) 平成 25 年度改正で結論を得ると規定された項目 

 

(ｲ）個人所得課税 

 

･ 最高税率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置の検討 

 

 「所得税に係る規定（第４条）は削除するが、最高税率の引上げなど累進性の強化に係る具体的な措置につ

いて検討し、その結果に基づき平成 25 年度改正において必要な法制上の措置を講ずる旨の規定を附則に設

ける。 

具体化にあたっては、今回の政府案（課税所得 5,000 万円超について 45％）及び協議の過程における公

明党の提案（課税所得 3,000 万円超について 45％、課税所得 5,000 万円超について 50％）を踏まえつつ検

討を進める。」【税関係協議結果】 

 

「所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引上げ等による累進

性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成 24 年度中に必要な法制上の措

置を講ずる。」【税制抜本改革法附則第 20 条】 

  

    ･ 金融所得課税 
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「金融所得課税については、平成 26 年１月から所得税並びに個人の道府県民税及び市町村民税をあわせて

100 分の 20 の税率が適用されることを踏まえ、その前提の下、平成 24 年度中に公社債等に対する課税方

式の変更及び損益通算の範囲の拡大を検討する。」【税制抜本改革法第７条第２号イ】 

 

(ﾛ）資産課税 

  

   ・相続税、贈与税の見直しの検討 

 

「資産課税に係る規定（第５条、第６条）は削除するが、相続税の課税ベース、税率構造等、及び贈与税

の見直しについて検討し、その結果に基づき平成 25 年度改正において必要な法制上の措置を講ずる旨の規

定を附則に設ける。 

具体化にあたっては、バブル後の地価の大幅下落等に対応して基礎控除の水準を引き下げる等としてい

る今回の政府案を踏まえつつ検討を進める。」【税関係協議結果】 

 

「資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの

相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消

費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平

成 24 年度中に必要な法制上の措置を講ずる。」【税制抜本改革法附則第 21 条】 

 

   ・事業承継税制 

 

「事業承継税制（租税特別措置法第七十条の七から第七十条の七の四までの規定に基づく相続税及び贈与
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税の特例をいう。）について、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく認定の運用状況

等を踏まえ、その活用を促進するための方策や課税の一層の適正化を図る措置について検討を行い、相続

税の課税ベース（課税標準とされるべきものの範囲をいう。）、税率構造等の見直しの結果に基づき講ぜら

れる措置の施行に併せて見直しを行う。」【税制抜本改革法第７条第４号イ】 

 

(2) 社会保障・税一体改革法案に係る民主・自民・公明３党の協議結果（「税関係協議結果」）において、

消費税率の８％への引上げ時までに結論を得るとされた項目（税制関連） 

 

  （ｲ）住宅の取得に係る措置 

 

・ 「住宅の取得については、第７条第１号ト（法案修正後チ）の規定に沿って、平成 25 年度以降の税制改正及

び予算編成の過程で総合的に検討を行い、消費税率（国・地方）の８％への引上げ時及び 10％への引上げ時

にそれぞれ十分な対策を実施する。」【税関係協議結果】 

  

   ・ 「住宅の取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引上げの前後における駆け込み

需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩

和する観点から、住宅の取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する。」【税制抜本改革法第７条

第１号チ】 

  

（ﾛ）自動車取得税及び自動車重量税 

 

・ 「自動車取得税及び自動車重量税については、第７条第１号ワ（法案修正後カ）の規定に沿って抜本的見直

しを行うこととし、消費税率（国・地方）の８％への引上げ時までに結論を得る。」【税関係協議結果】 
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   ・ 「自動車取得税及び自動車重量税については、国及び地方を通じた関連税制の在り方の見直しを行い、安

定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減及びグリーン化（環境への負荷

の低減に資するための施策をいう。）の観点から、見直しを行う。」【税制抜本改革法第７条第１号カ】 

 

（注１） このほか、消費税率（国・地方）の８％への引上げ時までの課題とされている項目として、 

・ 低所得者対策（簡素な給付措置） 

・ 転嫁対策、価格表示 

・ 医療機関等の消費税負担（医療保険制度における手当） 

がある。 

 

 

２．租税特別措置・税負担軽減措置等の見直し 

 

   「租税特別措置のうち、産業政策等の特定の政策目的により税負担の軽減等を行う『政策税制措置』は、現在、

国税で 241 項目、地方税で 286 項目ありますが、これらのすべてを『ふるい』にかけて、平成 22 年度税制改正

から始まる今後４年間で抜本的に見直します。」【平成 22 年度税制改正大綱 P9】 

 

 

３．その他 

 

(1) 延滞税等の見直し 
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「延滞税の利率を含めた負担の見直しについては、税の確実な収納を勘案しつつ、低金利下における利率の

あり方、事業者の負担等を考慮し、平成 25 年度税制改正時に成案を得る。」【税制抜本改革２法案の国会提出に伴

う今後の対応について（平成 24 年３月 30 日閣議決定）】 

 

(2) 社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置 

 

「会計検査院から意見表示がなされている社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置の見直し

については、会計検査院から指摘された制度の適用対象となる基準のあり方等に留意しつつ、小規模医療機

関の事務処理の負担を軽減するという特例の趣旨に沿ったものとなるよう、課税の公平性の観点を踏まえ、

厚生労働省において適用実態を精査した上で、平成 25 年度税制改正において検討することとします。」【平成

24 年度税制改正大綱 P81】 

 

(3) 国際課税 

 

    「非居住者及び外国法人に対する課税原則については、ＯＥＣＤモデル租税条約の改定等を踏まえ、様々な

産業における実態や影響等を考慮しつつ、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法上の規定を「帰属主

義」に沿った規定に見直すとともに、これに応じた適切な課税を確保するために必要な法整備に向け、具体

的な検討を行います。」【平成 24 年度税制改正大綱 P82】 

 

（注２）上記(1)～（3）のほか、たばこ税に関し、「たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの

消費を抑制するため、将来に向かって、税率を引き上げていく必要があります。平成 25 年度税制改正以

降の税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を

十分に見極めつつ判断していきます。」と記載されている。【平成 24 年度税制改正大綱 P10】 
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（参考１）社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成 24 年法律

第 68 号）（抄） 

 

  （税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置） 

第七条 第二条及び第三条の規定により講じられる措置のほか、政府は、所得税法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第十三

号）附則第百四条第一項及び第三項に基づく平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱に記載さ

れた消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策につい

て、次に定める基本的方向性によりそれらの具体化に向けてそれぞれ検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じな

ければならない。 

 

一 消費課税については、消費税率（地方消費税率を含む。以下この号において同じ。）の引上げを踏まえて、次に定めるとおり検

討すること。 

 

イ 低所得者に配慮する観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十四年法律

第   号。第六号において「番号法」という。）による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

制度（次号ニ(3)及び第六号において「番号制度」という。）の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し

及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度（医療、介護、保育等に関する自己負担の合計額に一定の上限を設ける仕

組みその他これに準ずるものをいう。）、給付付き税額控除（給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ず

るものをいう。）等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から

総合的に検討する。 

ロ 低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々

な角度から総合的に検討する。 

ハ 第二条の規定の施行からイ及びロの検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会

保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について

検討を行い、簡素な給付措置を実施する。 

ニ 消費税の簡易課税制度の仕入れに係る概算的な控除率については、今後、更なる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、
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その水準について必要な見直しを行う。 

ホ 消費税率が段階的に引き上げられることも踏まえ、消費税（地方消費税を含む。以下ホからトまで及びヌにおいて同じ。）の

円滑かつ適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、事業者の実態を十分に把握し、次に定める取組を含め、より徹底した対策

を講ずる。 

(1) 消費税の円滑かつ適正な転嫁に資するため、事業者等が消費税の転嫁及び価格表示等に関して行う行為についての指針を

策定し、その周知徹底を図り、相談等を行うこと。 

(2) 中小事業者向けに相談の場を設置するとともに、講習会の開催等を行うこと。 

(3) 取引上の優越的な地位を利用して下請事業者等からの消費税の転嫁の要請を一方的に拒否すること等の不公正な取引の取

締り及び監視の強化を行うこと。 

(4) 競争を実質的に制限することにより対価を不当に引き上げる行為を抑止するための私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）の厳正な運用及び便乗値上げ防止のための調査、監督及び指導を行うこと。 

(5) 適正な転嫁等への取組を効果的に推進する観点から、関係行政機関の相互の緊密な連携を確保し、総合的に対策を推進す

るための本部を内閣に設置すること。 

(6) 消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び下請代金支払遅

延等防止法（昭和三十一年法律第百二十号）の特例に係る必要な法制上の措置を講ずること。 

ヘ 取引に際しての価格表示と消費税との関係については、外税（消費税を含めた価格を表示しない価格表示の方法をいう。）、内

税（消費税を含めた価格を表示する価格表示の方法をいう。）等に係る様々な議論を勘案しつつ、事業者間取引、相対取引等に

おけるその表示の在り方を含め、引き続き、実態を踏まえつつ、様々な角度から検討する。 

ト 医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずるこ

とを検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医療機関

等の消費税の負担について、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の課税

の在り方については、引き続き検討する。 

チ 住宅の取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等に

よる影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、住宅の取得に係る必要な

措置について財源も含め総合的に検討する。 

リ 消費税及び地方消費税の賦課徴収に関する地方公共団体の役割を拡大するため、当面、現行の制度の下でも可能な納税に関す
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る相談を伴う収受等の取組を進めた上で、地方公共団体における体制の整備状況等を見極めつつ、消費税を含む税制の抜本的な

改革を行う時期を目途に、消費税及び地方消費税の申告を地方公共団体に対して行うことを可能とする制度の導入等について、

実務上の問題点を十分に整理して、検討する。 

ヌ 酒税、たばこ税及び石油関係諸税については、個別間接税を含む価格に消費税が課されることが国際的に共通する原則である

ことを踏まえ、国及び地方の財政状況、課税対象となる品目をめぐる環境の変化、国民生活への影響等を勘案しつつ、引き続き

検討する。 

ル 酒税については、類似する酒類間の税負担の公平性の観点も踏まえ、消費税率の引上げに併せて見直しを行う方向で検討する。 

ヲ 森林吸収源対策（森林等による温室効果ガスの吸収作用の保全等のための対策をいう。）及び地方の地球温暖化対策に関する

財源確保について検討する。 

ワ 燃料課税については、地球温暖化対策等の観点から当分の間税率（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）及び地方

税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）附則の規定に基づく特例による税率をいう。）が維持されていること及び平成二十四

年度以降において石油石炭税の税率の上乗せを行うこととしたことも踏まえ、引き続き検討する。 

カ 自動車取得税及び自動車重量税については、国及び地方を通じた関連税制の在り方の見直しを行い、安定的な財源を確保した

上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減及びグリーン化（環境への負荷の低減に資するための施策をいう。）の観

点から、見直しを行う。 

ヨ 印紙税については、建設工事の請負に関する契約書、不動産の譲渡に関する契約書及び金銭又は有価証券の受取書について負

担の軽減を検討する。 

 

二 個人所得課税については、次に定めるとおり検討すること。 

 

イ 金融所得課税については、平成二十六年一月から所得税並びに個人の道府県民税及び市町村民税（ニにおいて「個人住民税」

という。）をあわせて百分の二十の税率が適用されることを踏まえ、その前提の下、平成二十四年度中に公社債等に対する課税

方式の変更及び損益通算の範囲の拡大を検討する。 

ロ 給与所得控除については、給与所得者の必要経費に比して過大となっていないかどうか等の観点から、実態を踏まえつつ、今

後、その在り方について検討する。 

ハ 年金課税の在り方については、年金の給付水準や負担の在り方など今後の年金制度改革の方向性も踏まえつつ、見直しを行う。 
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ニ 個人住民税については、地域社会の費用を住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという個人住民税の基本的性格（(2)

において「地域社会の会費的性格」という。）を踏まえ、次に定める基本的方向性により検討する。 

(1) 税率構造については、応益性の明確化、税源の偏在性の縮小及び税収の安定性の向上の観点から、平成十九年度に所得割

の税率を比例税率（一の率によって定められる税率をいう。以下(1)において同じ。）とした経緯を踏まえ、比例税率を維持す

ることを基本とする。 

(2) 諸控除の見直しについては、地域社会の会費的性格をより明確化する観点から、個人住民税における所得控除の種類及び

金額が所得税における所得控除の種類及び金額の範囲内であること並びに個人住民税における政策的な税額控除が所得税と

比較して極めて限定的であることを踏まえるとともに、所得税における諸控除の見直し及び低所得者への影響に留意する。 

(3) 個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り方については、番号制度の導入の際に、納税義務者、

特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する。 

 

三 法人課税については、平成二十七年度以降において、雇用及び国内投資の拡大の観点から、実効税率の引下げの効果及び主要国

との競争上の諸条件等を検証しつつ、その在り方について検討すること。 

 

四 資産課税については、次に定めるとおり検討すること。 

 

イ 事業承継税制（租税特別措置法第七十条の七から第七十条の七の四までの規定に基づく相続税及び贈与税の特例をいう。）に

ついて、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成二十年法律第三十三号）に基づく認定の運用状況等を踏まえ、

その活用を促進するための方策や課税の一層の適正化を図る措置について検討を行い、相続税の課税ベース（課税標準とされる

べきものの範囲をいう。附則第二十一条において同じ。）、税率構造等の見直しの結果に基づき講ぜられる措置の施行に併せて見

直しを行う。 

ロ 相続税について、老後における扶養の社会化が高齢者の資産の維持に寄与している面もあることも踏まえ、課税方式を始めと

した様々な角度から引き続きその在り方を検討する。 

 

五 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。 
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イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われる

までの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う。 

ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方

策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。 

 

六 番号制度については、税務における一層の適正かつ円滑な利用を確保する観点から、番号法及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第   号）の公布後、

納税者の利便の向上、番号法第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十四項に規定する法人番号の告知、本人確認の実効性の

確保並びに調書の拡充による必要な情報の収集等に関する各種の施策について、納税者及び事業者の事務負担等にも配慮しつつ、

引き続き検討すること。 

 

七 国際的な取引に関する課税については、国際的な租税回避の防止、投資交流の促進等の観点から必要に応じて見直すとともに、

国際連帯税について国際的な取組の進展状況を踏まえつつ、検討すること。 

 

八 年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、実施すること。 
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11 

（参考２）税制抜本改革法第７条に関連した主な要望事項 

   

第７条 要望項目 

ホ 消費税の転嫁対策 【経済産業省】消費税引上げに伴う円滑な転嫁のための税制措置 

ヘ 価格表示 【経済産業省】消費税の外税方式による税額計算の端数処理の特例 

チ 住宅の取得に係る措置 【国土交通省・復興庁】消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策 

ヲ 森林吸収源対策に関する財源確保 【農林水産省】森林吸収源対策等の推進に資する税制措置の創設 

カ 自動車取得税及び自動車重量税 【経済産業省】車体課税の抜本的見直し 

【国土交通省】車体課税の簡素化、負担の軽減、グリーン化等 

【環 境 省】車体課税のグリーン化 

消費課税 

（第１号） 

ヨ 印紙税 【経済産業省・国土交通省】消費税率引上げを踏まえた負担軽減措置 

イ 金融所得課税 【金融庁・財務省・経済産業省・農林水産省】金融所得課税の一体化 個人所得課税 

（第２号）  ハ 年金課税 【厚生労働省】年金課税のあり方の検討 

資産課税 

（第４号） 

イ 事業承継税制 【経済産業省】非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見

直し 

国際課税 

（第７号） 

国際連帯税 【外 務 省】国際協力を使途とする資金を調達するための税制度の創設 

 

 

 

 


